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第６４号議案説明資料 

芦屋市附属機関の設置に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分）

改正案 現 行 

（設置） （設置） 

第2条 市に次のとおり附属機関を置く。 第2条 市に次のとおり附属機関を置く。 

附属

機関

の属

する

執行

機関

附属機関の

名称 

担任事務 委員定

数 

委員の構成 任期

市長 （芦屋市長等倫理審査会の項省略） 

芦屋市総合

計画審議会

芦屋市総合計画

及びまち・ひ

と・しごと創生

法（平成26年法

律第136号）第10

条第1項に規定

する計画に関す

る事項について

の調査審議 

20人以

内 

(1) 学識経験者 

(2) 市議会議員 

(3) 市民団体の代

表者 

(4) 特に市長が必

要と認める者 

諮問に

係る審

議が終

了する

までの

期間 

（芦屋市市民参画協働推進会議から公務災害補償等審査会まで

の項省略） 

附属

機関

の属

する

執行

機関

附属機関の

名称 

担任事務 委員定

数 

委員の構成 任期

市長 （芦屋市長等倫理審査会の項省略） 

芦屋市総合

計画審議会

芦屋市総合計画

に関する事項に

ついての調査審

議 

20人以

内 

(1) 学識経験者 

(2) 市議会議員 

(3) 市民団体の代

表者 

(4) 特に市長が必

要と認める者 

諮問に

係る審

議が終

了する

までの

期間 

（芦屋市市民参画協働推進会議から公務災害補償等審査会まで

の項省略） 



6
4
-
2
 

改正案 現 行 

芦屋市保有

土地活用事

業者選定委

員会 

事業提案型の公

募による保有土

地の活用に係る

事業予定者の選

定に関する事項

についての審議

諮問に

係る保

有土地

ごとに

8人以

内 

(1) 学識経験者 

(2) 諮問に係る保

有土地の活用に

関し専門的知識

を有する者 

(3) 市職員 

諮問に

係る審

議が終

了する

までの

期間 

（芦屋市／打出／芦屋／財産区共有財産管理委員会から芦屋市義務教

育諸学校教科用図書選定委員会までの項省略） 

芦屋市保有

土地活用事

業者選定委

員会 

事業提案型の公

募による保有土

地の活用に係る

事業予定者の選

定に関する事項

についての審議

10人以

内 

(1) 学識経験者 

(2) 諮問に係る保

有土地の活用に

関し専門的知識

を有する者 

(3) 市職員 

諮問に

係る審

議が終

了する

までの

期間 

（芦屋市／打出／芦屋／財産区共有財産管理委員会から芦屋市義務教

育諸学校教科用図書選定委員会までの項省略） 


